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令和５年度中小企業支援センター運営業務

経済観光局　経営支援・雇用労働担当部　商業・経営支援課

一般財団法人さっぽろ産業振興財団

随意契約の理由（相手方を特定した理由を含む。）

　本業務は、札幌市内の中小企業者や小規模事業者、個人事業者（以下、「中小企業者
等」）や創業希望者に対する経営、融資、創業等の各種相談のほか、札幌市中小企業融
資制度における融資あっせん、専門アドバイザーの派遣等を行うことで、経営基盤の強
化や経営革新、創業の促進を図ることを目的とする事業であり、その実施にあたって
は、経営や融資等に関する高い専門性、支援企業に関する中立性を要するものである。
現在、中小企業支援センター（以下、「支援センター」）では、新型コロナウイルス感
染症の流行により、経営等に影響を受けている中小企業者等への相談等に対応するため
に、令和２年４月20日から融資や経営相談の他、雇用調整助成金や人材確保、感染予防
相談等の窓口を集約した事業者向けワンストップ窓口を開設するのみならず、ロシアに
よるウクライナ侵攻の長期化等により原油・原材料価格の高騰などの影響に係る経営相
談窓口を開設している。
両窓口では、市融資制度である「新型コロナ対応サポート資金」や令和４年８月２日に
創設した「景気対策支援資金（原油・原材料高騰等対策特別枠）」の対象に該当するこ
との認定や、中小企業信用保険法第２条第５項等（セーフティネット保証）の認定受付
も担っており、令和４年度は令和５年２月28日までで、合計3,819件の相談に対応してい
る。
また、平成26年度以降は、支援センター内に産業競争力強化法に基づく「札幌市創業支
援等事業計画」における創業総合相談窓口「さっぽろ創業支援プラザ」を開設し、市内
における創業支援ネットワークの中核を担っている。令和４年度は延べ約2,000回の相談
に応じるなど、約200人に対して特定創業支援を実施しているほか、相談内容に応じて、
適切な支援策、支援機関の紹介などを行っている。
さらに、令和５年度からは新たにSDGs経営やデジタルサービスの導入、BCP（事業継続計
画）の策定などに係る相談等に対応するなど、随時、社会課題に対応した機能拡張を
行っていく必要がある。
 このような状況の中、相談窓口を円滑に運営し続けることは必須であり、運営にあたっ
ては、市融資制度やセーフティネット保証等の認定受付業務のノウハウ及び充実した中
小企業診断士や社会保険労務士等の相談体制と幅広い企業支援の経験を有していること
が必要不可欠である。
一般財団法人さっぽろ産業振興財団（以下、「財団」という。）は 、平成14年度より、
中小企業支援法第7条第１項に基づく「指定法人」として札幌市が主体的に設立した機関
であり、20年以上にわたり支援センターを運営し、中小企業者等の様々な相談者に対応
し、経営・融資相談を行っている。
また、長年にわたり札幌市の産業振興に係る事業に取り組んできており、経営、融資、
創業等以外にも幅広い分野の専門スタッフを抱えていることに加え、外部専門家、支援
機関とのネットワークをもち、特定の利害関係にとらわれることなく、本市の産業振興
の方向性に沿った運営を行うことができる。以上のことから、財団は、本業務を実施す
ることのできる唯一の団体である。
したがって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、本業務は特定随意契約
により実施することとし、委託先として財団を選定する。
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